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船舶事故調査報告書 

 

                               平成２３年５月２６日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  横 山 鐡 男（部会長） 

                           委   員  山 本 哲 也 

                           委   員  石 川 敏 行 

                           委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 転覆 

発生日時 不明（平成２２年７月１２日 ０８時００分ごろ～０８時５０ごろの間） 

発生場所 北海道奥尻町青苗岬灯台から真方位１６０°２.３海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯４２°０１.２′ 東経１３９°２８.１′） 

事故調査の経過  平成２２年７月１３日、本事故の調査を担当する主管調査官（函館事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者としての船長からの意見聴取は、本人が本事故で行方不明と

なったため行わなかった。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第２政
せい

宝
ほう

丸、０.７トン 

 ＨＫ３－１１９２５２（漁船登録番号）、個人所有 

 ５.８９ｍ（Lr）×１.７７ｍ×０.６８ｍ、ＦＲＰ 

 ガソリン機関、漁船法馬力数６０、平成６年３月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５２歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士 

  免許登録日 昭和５９年２月２４日 

  免許証交付日 平成１８年５月３１日 

         （平成２３年８月２９日まで有効） 

 死傷者等 行方不明 １人（船長） 

 損傷 全損 

 事故の経過 

 

 本船は、船長が１人で乗り組み、平成２２年７月１２日０８時００分ご

ろ、青苗岬灯台から１６０°（真方位、以下同じ。）２.３Ｍ付近の漁場で

つぶかご漁を操業しているところを僚船によって目撃された。 

荒天のために操業を中止して青苗港に帰港した僚船は、０８時５０分ご

ろ、本船が帰港していないことに気付き、本船に無線で連絡をとろうとし

たが、通じなかった。 

捜索していた僚船は、平成２２年７月１３日０６時３０分ごろ、青苗岬

灯台から２５６°１１.１Ｍ付近において、無人で転覆している本船を発見

した。 

海上保安庁及び僚船等は、船長の捜索を行ったが、発見することができ

なかった。 

本船は、僚船により北海道奥尻町青苗港にえい
．．

航された。 

 気象・海象 

 

気象：天気 雨、風向 北北東、風力 ６ 

海象：波高 約３ｍ、水温 約２０℃ 

奥尻町に強風、波浪、雷及び濃霧の各注意報が発表されていた。 
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 その他の事項  本船は、つぶかご漁では通常、０５時ごろ出漁し、０９時ごろ帰港して

いた。本事故発生当日は、荒天のため出漁を見合わせていたが、風が弱ま

ってきたことから０６時３０分ごろ僚船数隻とともに出漁した。 

 つぶかご漁の仕掛けは、１建て総延長が約３５０ｍ、仕掛け固定用アン

カーは約６～７kg であり、直径９㎜の幹縄に約１０ｍ間隔で約３０個のか

ごが連結されていた。 

 つぶかご漁の操業方法は、海底に設置された仕掛けを１建てずつ引き揚

げてかごからつぶを採取し、餌を入れ替えた後、再びかごを設置するもの

であった。 

 本事故後、本船の仕掛けを引き揚げたところ、一部のかごの餌が入れ替

えられていた。 

 本船の船体には、他船と衝突した痕跡はなかった。 

 船長の体調は、良好であった。 

 船長の名前の入った救命胴衣は、本船とともに発見された。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

不明 

不明 

あり 

 本船は、青苗港南方沖において、０８時００分

ごろ操業中のところを僚船により目撃され、青苗

港に帰港した僚船が、０８時５０分ごろ本船に無

線で連絡をしたが、通じなかったことから、この

間において、転覆した可能性があると考えられ

る。 

 本船は、つぶかご漁の仕掛けの状況から、操業

中に転覆した可能性があると考えられるが、その

状況を明らかにすることはできなかった。 

船長は、救命胴衣を着用していなかったものと

考えられる。 

原因  本事故は、本船が、青苗港南方沖においてつぶかご漁の操業中、転覆し

たことにより発生した可能性があるものと考えられる。 

参考 本事故の再発防止策として次のものが考えられる。 

・荒天時には無理に出漁しない。 

・荒天時は早期に避難する。 

・救命胴衣を着用する。 

※ 「参考」は、今後の同種船舶事故等の再発防止のために役立つと考えられる事項を列挙したもので

ある。 




